
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

補助制度の変更等

財務省予算執行調査

・大規模修繕・更新補助制度（事業要件緩和、補助率の見直し）

・地方財政措置の拡充【公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業）の拡充】

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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■事業の規模

・都道府県・政令市の管理する道路の場合：全体事業費100億円以上 → 【H30年度～】修繕：10億円以上、更新：50億円以上

・市区町村の管理する道路の場合 ：全体事業費 3億円以上

■インフラ長寿命化計画等（平成29年度以降の措置
* 
）

・インフラ長寿命化計画（行動計画）において、引き続き存置または集約化が必要とされているものであること

・点検・診断等を実施し、その診断結果が公表されている施設であること

・長寿命化修繕計画（個別施設計画）に位置付けられたものであること

事業要件

・橋脚の補強など、構造物の一部の補修・補強により、性能・機能の維持・回復・強化を図るもの

・橋脚の架替など、構造物の再施工により、性能・機能の維持・回復・強化を図るもの

※上記は、同一路線における複数の構造物について、その性能・機能を一部の構造物に集約するため、大規模修繕・更新を行うことに伴い実施す
る他の構造物の撤去を含む。（H29年度拡充項目）

補助対象

支援内容

○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新事業を支援する個別補助制度及び当該制度に係る

国庫債務負担行為制度を平成２７年度に創設。

・平成２９年度から、集約化・撤去に関する項目を拡充。
・平成３０年度から、都道府県・政令市の事業要件を緩和。
・財特法等の見直し等による補助率の変更（予定）

0.5 0.05～0.2 0.45～0.3

国 地方

⇑ 
大規模修繕・更新補助

⇑ 
防災・安全交付金により措置

個別の事業ごとに採択するため、課題箇所に確実に予算が充当

※ 橋長15m未満の橋梁、トンネル及び大型の構造物
にあっては、平成33年度以降の措置

大規模修繕・更新補助制度（事業要件緩和、補助率の見直し）

※現行法令に基づく補助率を上回る分については、防災・安全交付金により措置

・防災・安全交付金事業として実施した場合と同等の割合を国費として補助*

・事業の実施にあたり、国庫債務負担行為制度（4ヵ年以内）の活用も可能

0.55～0.7 0.45～0.3

国 地方

⇑ 
大規模修繕・更新補助

・財特法等の見直しにより、引き続き、かさ上げ措置による支援を行うと供に

国の補助分が一元化されることによる事務処理等の軽減が図られる（予定）

【～H29年度】

【H30年度～】
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大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の拡充）【H29より】

撤去される施設が有していた機能を、同一路線の別の施設に機能を集約する事業

対象事業

地方公共団体における老朽化対策を支援するため、大規模修繕・更新補助制度
に集約化・撤去を対象として拡充

制度概要
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大規模修繕・更新補助（集約化・撤去の事例）
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■対象道路において単独事業として実施される長寿命化対策のうち、補助事業等（社会資本整備総合交付金事業を含む。）と一
体として実施される以下の事業。（適債性のある事業に限る。）

・舗装の表層に係る補修（例：切削、オーバーレイ、路上再生等）※簡易アスファルト舗装（全層）を含む
・小規模構造物の補修・更新

（例：道路照明施設、道路標識、防護柵、防雪柵、側溝、機械設備、小型擁壁等）
・法面・斜面の小規模対策工（例：落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工等）

対象事業

■地方公共団体において道路の適正な管理を推進するため、補助事業や社会資本整備総合交付金事業と一体として実施され
る地方単独事業（長寿命化事業）について、地方財政措置を講じるもの (交付税措置率３０～５０％)

制度概要

起債９０％ 10％

※地方道路等整備事業債の場合 一般財源
◆活用イメージ

地方財政措置の拡充【公共施設等適正管理推進事業債（長寿命化事業）の拡充】

＜舗装のオーバーレイ＞ ＜防護柵の取替＞ ＜落石防止柵の取替＞

※期間は2017年度から2021年度までの５年間

地方財政措置対象事業の例

実質的な地方負担１００％

起債９０％ 10％

公共施設等適正管理推進事業債 一般財源

交付税措置分27％
※0.9×0.3＝0.27

実質的な地方負担７３％

起債９０％ 10％

公共施設等適正管理推進事業債 一般財源

実質的な地方負担５５～７３％

交付税措置分２７ ～ ４５％
※0.9×0.3～0.5＝0.27 ～ 0.45

【～H28年度】

【H29年度～】

【H30年度～】

※交付税措置率は、地公体の財政力
に応じて30～50％に拡充
交付税算入率＝－0.5Ｘ＋0.7（Ｘ＝財政力指数）

より地方財政措置が拡充された公共施設等適正管理推進事業
債を活用し、更なるメンテナンスサイクルの確立を推進していく。

※赤字箇所はH30年度より拡充

※赤字箇所はH30年度より拡充
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